
経済産業省における取組

2026年3月5日

商務･サービスグループ

1



認知症イノベーションアライアンスWG：令和7年度協議内容
• 認知症イノベーションアライアンスWGは、認知症の人の尊厳・想いを尊重しながら、産業、公的機関、
医療、福祉等さまざまなステークホルダーと連携し、イノベーション創出に向けた検討を行う場であり、
主に以下の①②③の取組を推進。令和７年度は特に①当事者参画型開発モデルの推進について進捗を報告
し、必要とされる施策等について議論。

認知症イノベーションアライアンスWG（事務局：経産省、日本総研）

③研究開発の促進
①当事者参画型開発モデル

の推進

②認知症予防市場の
環境整備

認知症関連６学会による
｢提言｣や｢指針｣の整備

オレンジイノベーション・プロジェクトの推進
共生・予防等に関して

エビデンスを構築する実証事業を支援

令和７年度委員選定および開催日程・方法

⚫ 座長 ・・・ 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センタ－ 神経研究所 所長 岩坪 威
⚫ 委員 ・・・ 25名（学識、企業、当事者等）
⚫ オブザーバー ・・・ 厚生労働省等

⚫ 第１回：令和７年９月16日＠ウェブ開催
⚫ 第２回：令和８年２月25日＠ウェブ開催
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①当事者参画型開発モデルの推進
• 認知症の人が企業の開発プロセスに「参画」し、企業とともに新しい価値を生み出す「共創」を行う「当
事者参画型開発（＝オレンジイノベーション・プロジェクト）」を推進。

• 過年度に引き続き持続的な仕組みの実現に向け、プロジェクトの一層の継続・拡大に向けた取組を実施。

共生社会実現に資する
質の高いソリューションが創出される

仕組みの構築

取組全体の成果等の報告

当事者参画型開発の拡大・普及に向けた検討

当事者参画型開発の実践

拡大・普及に向けた広報

オレンジイノベーション・アワード

認知症バリアフリー情報交換会

情報発信イベント 等

開発企業 認知症の人

事務局

開発実践
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【参考】認知症施策推進基本計画における位置づけ

• 令和6年12月3日に閣議決定された「認知症施策推進基本計画」において、認知症の人と家族等が企業の
開発活動に参画することについて、基本的施策および重点目標の一部として盛り込まれている。

出所：「認知症施策推進基本計画」（令和6年12月3日閣議決定）p10、24より抜粋

Ⅲ 基本的施策

２．認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進

（4）認知症の人にとって利用しやすい製品・サービスの開発・普及の促進

日本認知症官民協議会による官民連携の下、認知症の人と家族等が

参画した、認知症の人が地域で生活する上で利用しやすい製品・サービス

の開発・普及を促進するため、モデル的取組を好事例として展開し、そうした

取組が自主的、継続的に進むよう取り組む。



次年度事業における注力事項の全体像
• 次年度は本プロジェクトの自走化に向け、①当事者参画型開発の効果検証・ノウハウ／事例整理、②共創プラット
フォームの自走化設計、③企業・認知症の人の参画拡大、自走化に向けたブランディングに特に注力する。

• また、本年度のWGにおける意見等を踏まえた取組を推進する（④～⑨）。

③企業・認知症の
人の参画拡大、自走化に
向けたブランディング

②共創プラットフォーム
の自走化設計

①当事者参画型開発の
効果検証

⑨成功事例の創出に
向けた個社の開発・流通・
販売活動の支援強化

⑦ナレッジの蓄積・
活用の促進

⑧海外連携
の推進

⑥医療機関と連携した
情報提供の強化

⑤新たな製品・サービス
アイデアの収集・蓄積

④当事者参画型開発の
実践支援
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②認知症予防市場の環境整備
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• 過年度に策定した「認知症予防に関する民間サービス開発・展開にあたっての提言」及び「ヘルスケア
サービス利用者・事業者も使用可能な認知症に対する非薬物治療指針」の普及啓発等を国立研究開発法人
日本医療研究開発機構と連携して継続的に実施。

認知症関連学会における
普及啓発活動

⚫ 第44回日本認知症学会学術集会においてはミニシンポジウムで、「提言」や「指針」の活用により目指
す社会等に関する講演を実施。

企業・自治体等に
対する普及啓発活動

⚫ 広く本分野に関心のある企業や自治体担当者、専門職等に対して、「認知症・フレイル予防のためのヘル
スケアサービスを選ぶワークショップ（国立研究開発法人日本医療研究開発機構主催）」を開催。

本年度実施事項



③研究開発の促進
予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業 (エビデンス構築促進事業・ヘルスケア社会実装基盤整備事業)

研究
支援

医学会による指針の策定

<関連６学会>
日本認知症学会 日本老年精神医学会
日本神経学会 日本神経治療学会
日本精神神経学会 日本老年医学会

研究代表
高知大学 教授 數井 裕光

行動変容のエビデンス構築（令和 5~7年度）
【課題】医薬品等に比較して非薬物的介入はエビデンスが不十分

エビデンス整理（令和 4~6年度）
【課題】蓄積したエビデンスをオーソライズする機能がない

①
認知予備力説に基づく介入の組み合わせによる最適化の検証

➢ 神戸大学 古和班
➢ 慶應義塾大学 三村班

②
デジタル技術を活用した早期検知技術の開発

➢ 日本テクトシステムズ株式会社木之下班

③
生活接点の場における効果検証

➢ 東京都健康長寿医療センター 岡村班
➢ 東京都健康長寿医療センター 鈴木班
➢ 国立長寿医療研究センター 大沢班

• 認知症を含むヘルスケアサービスが科学的エビデンスに基づいて社会実装されるには、｢行動変容のエビ
デンス構築｣、｢エビデンス整理｣、｢実用化を見据えたサービス開発｣の各ステップに課題があり、日本医
療研究開発機構（AMED）を通じて早期フェーズでの研究事業を支援。

• また、当事者参画型開発により多様な認知症の人に参画いただくこと、本取組をより持続的なものとす
べく、AMEDとともに今年度調査を実施中。
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